
 

市内発生特殊詐欺被害件数 令和６年１月～７月 （暫定値） 

〇 被害件数１３件  〇 被害総額 約１億１９２２万円 

 令和６年９月              入間市役所 №９              

 

 

市民安全課 電話０４－２９６４－１１１１ 

                                     

  

                                                               

            新紙幣発行に便乗した特殊詐欺          

   本年７月に新紙幣が発行されました。そこで詐欺グル－プは、これに便乗して 

  「旧紙幣が使えなくなります。新紙幣と交換が必要です。今から係の者が交換に伺 

います。」「新紙幣の発行に伴い銀行法が改正され、現在のキャッシュカードを不正

操作防止カ－ドに変更します。」などと、不安を煽り、あなたの大切なお金やキャ

ッシュカードを騙し取ろうとしています。注意してください。  

※  新紙幣の発行後も、今までどおり旧紙幣やカードは使用できます。 

      狭山警察署管内において発生した特殊詐欺の実例  

オレオレ詐欺                          
    息子になりすました者から、「会社の契約書類や小切手が入った鞄をなくした。 

  落とし物センターから電話があるかもしれない。上司がお金を工面してくれてい

るが、それでも足りないからお金を貸してほしい。」と電話があった。その後、落

とし物センター職員を名乗る者からも連絡が入り、自宅を訪れた息子の同僚を名乗

る男に現金〇〇〇万円を渡してしまった。 

 ワンポイントアドバイス 

 〇  特殊詐欺の中で一番被害件数の多いのがオレオレ詐欺です。 

   身内からの突然の金銭の要求などで、少しでも「おかしいな・・？」と感じたら

一旦通話を終了させ、家族や知人などに相談してください。 

（オレオレ詐欺をはじめとする特殊詐欺は、不安を煽り、時間的に第三者と相談

させず、即行動を促すような内容の言動をしますので注意しましょう。） 

〇 オレ、オレと名乗る息子や孫からの電話で、お金に関する内容には、あらかじ 

め決めておいた合言葉（ペットの名前や両親の旧姓など）や身内なら必ず知って 

いる内容を相手に質問し、本人確認を実施してください。 

  〇 「オレの代わりに代理の者がお金を受取る。」と告げられた場合は詐欺です。 

     

 


